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「暴風」「大雨」「地震」等警報の取扱い 
 

台風、集中豪雨、地震等の災害や南海トラフ地震臨時情報の発表により、人的・物的被害が生じ

る恐れが高まった場合に、園児、保護者、職員等の安全を守るため、豊橋市臨時休園基準に従い保

育の実施を判断する。 
 
１． 保護者の方へお願い 

警報等が発表された場合、下記の基準に従い臨時休園となりますので、速やかなお迎え等のご対

応を宜しくお願いします。お迎えに時間がかかる場合はご連絡お願いします。 
 保育園の実際の状況により、保育の実施が困難である場合には臨時休園となりますのでご了承下

さい。 
 臨時休園になる場合は、アプリ及びホームページにて連絡しますので、こまめに確認するように

ご協力をお願いします。また、各自テレビやインターネット等で状況の確認をお願いします。（職

場にもその旨をお伝え下さい。） 
 
   ■長栄保育園ホームページ 
       http://www7a.biglobe.ne.jp/~chouei/ 
 
各基準に基づく対応が、開園と臨時休園で異なる場合は、臨時休園となります。  
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２．豊橋市（東三河南部）に大雨による人的、物的被害の恐れが生じた場合、 
  以下の豊橋市の基準に従って臨時休園になります。 
 
（１）風水害についての基準 
 警報レベルに応じた基準 

警戒レベル＼発令タイミング 開園前 開園後 

警戒レベル５ 
（緊急安全確保） 

臨時休園 
園児引渡し後 
臨時休園 

警戒レベル４ 
（避難指示） 

臨時休園 
園児引渡し後 
臨時休園 

警戒レベル３ 
（高齢者等避難） 

臨時休園 
園児引渡し後 
臨時休園 

警戒レベル２ 開園 開園 

警戒レベル１ 開園 開園 

※ 上記基準は、警戒レベルが発令された地域に位置する保育所等に適用する。 
※ 警戒レベル３以上は、豊橋市が発令する避難情報（気象庁等が発表する防災気象 情報 

（警戒レベル相当）とは異なる。）に基づくものによる。 
※ 上記基準によらず、状況に応じた総合的判断により臨時休園を決定することがある。 
 
 警報に応じた基準 

警報＼発表タイミング 開園前 開園後 

 
気 

象  

警 

報 

特別警報 臨時休園 
園児引渡し後 

臨時休園 

暴風（雪）警報 臨時休園 
園児引渡し後 

臨時休園 
その他の警報 

（大雨・洪水・大雪・波浪・高潮） 
開園 開園 

※ 上記基準によらず、状況に応じた総合的判断により、市が臨時休園を決定することがある 
※ その他の警報（大雨警報等）については、状況に応じて保護者に対しお迎えを依頼する場合もある。 

※ 名古屋地方気象台が、大雨災害の可能性について予測した場合には、前日までに臨時休園を決定すること

がある。 
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（２）地震についての基準 

震度＼発生タイミング 開園前 開園後 

震度５弱以上 臨時休園 
園児引渡し後 
臨時休園 

震度４以下 開園 開園 

※ 上記基準によらず、状況に応じた総合的判断により、市が臨時休園を決定することがある 
 
南海トラフ地震臨時情報に応じた基準 

情報の種類 対    応 

調査終了 開園 

調査中 
後発地震の発生に備え、適切な措置を行いつつ、 
通常通り開園 

巨大地震注意 

巨大地震警戒 
後発地震の発生に留意しつつ、津波浸水想定などを

勘案し、必要に応じ、規模の縮小を行うなど、 
状況に応じて適切な対応のうえ開園 

※ 規模の縮小とは、希望保育の実施や開園時間の短縮などを想定。 

 

 
  


